
厚生労働省  和歌山労働局  委託事業 
令和 6年度 中小企業・小規模事業者等に対する

働き方改革推進支援事業
（受託：全国社会保険労務士会連合会）

　労使間トラブル対応セミナー 受講申込書  （ご記入のうえ FAX またはメールにてお申込みください）

※ご記入いただいた情報につきましては、本商工会議所からの各種連絡・働き方改革推進支援センターからの情報提供のため利用することがあります。

御坊商工会議所　　

〒

　　　　　　　　人
　　　　　
 （ 内パート　　 　人 ）

受講者名

ふ  り  が  な

事業所名

所  在  地

ふ  り  が  な

お問い合わせ　主催 ： 御坊商工会議所　　TEL. 0738-22-1008   E-Mail. info@gobo-cci.or.jp

電　　話

F　A　X

従業員数

　                                                    協力 ： 和歌山働き方改革推進支援センター （厚生労働省 和歌山労働局 委託事業）

IT関係営業職、公務員試験受験講師、法律事務
所職員など多様な職種を経験。労務コンプライ
アンスやCSRの充実を図る一方、多様な人材に
活躍の場が選べる職場の制度・仕組みづくりに
尽力することにより、人手不足の解消、定着率
の向上に努めている。さらには、自律分散型組
織など次世代につながる組織開発・人材開発
に取り組むことにより、事業の健全な発展に寄
与するために活動している。

講  師
和歌山働き方改革推進支援センター

特定社会保険労務士・行政書士

　　　　　　　   津森 俊彦 氏
 令和 6年  

10月 9日
19:00 ～ 20:30
※セミナー終了後に質疑応答、相談会を開催します

御坊商工会議所
御坊商工会館 � 階 大会議室

●トラブルとなる事実の類型
　（勤怠不良、能力不足、業務命令違反など）
●改善努力からやむを得ず契約終了となるまでの注意点
●ハラスメント問題への対応
●事例紹介

近年、労使間でさまざまなトラブルが発生しており、会社としては適切な
対策を講じておくことが喫緊の課題です。そのためにも、労使間トラブル
の類型やトラブルを発生させないための防止方法、拡大を抑え早期解決を
図るための対応方法等を事前に理解しておくことは重要です。本セミナー
では、労使間トラブルの類型とその対応策を紹介します。

・右のQRコードからのお申込み

・下記の受講申込書を
　FAX もしくはメール送信
・下のURL にアクセス

ふ  り  が  な

受講者名

御坊商工会議所では毎月、個別労務無料相談会を開催しています 裏面もご覧ください

セミナーの申込方法

定員 �� 名
無料
受講料

https://forms.gle/aWHBZaQHFSDkQxbz9 
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